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　静岡県の認定農業者のみなさん、こんにちは。

　今回は、「中小企業等応援金」についてご案内します。

----------------------------------------------------

【「中小企業等応援金」のお知らせ】
静岡県経済産業部商工業局経営支援課からの情報提供です。

まん延防止等重点措置に伴う、飲食店への時短要請又は外出
自粛等の影響により、売上が減少した県内中小企業等の事業
継続を幅広く支援するため、国の月次支援金に県独自の要件
緩和や酒類事業者への上乗せを行う「中小企業等応援金」を
創設します。

＜給付対象＞
２０２１年８月の売上高が、前年または前々年同月比で３０
％以上５０％未満減少していて、次の(1)又は(2)に該当する
中小法人・個人事業者
(1)飲食店への時短要請の影響を受けているもの
(2)外出自粛等の影響を受けているもの

※売上高が５０％以上減少している場合は、国の「月次支援
金」をご活用ください。
https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html

※当中小企業等応援金の対象となり得る事業者（業種等）に
ついては、国の「月次支援金」と同じです。

＜給付額＞
対象月の売上減少額
中小法人：上限１０万円
個人事業者：上限５万円

＜制度詳細等＞
制度の詳細、手続方法や受付期間について、現時点で未定で
す。今後決定次第、ホームページでお知らせします。
https://www.pref.shizuoka.jp/sangyou/sa-550/chushokigyotoouenkin.html

＜問い合わせ＞
応援金問い合わせ窓口（054-221-2700）

====================================================
　認定マガジン第４５０号はいかがだったでしょうか。
これからも、皆さんが楽しめ、参考になる記事を配信して
いきたいと思います。
　また、バックナンバーも県ホームページに掲載しています。
http://www.pref.shizuoka.jp/sangyou/sa-320/nougyo/ninteinougyousya.html

○今後配信の必要のない方は、お手数ですが下記宛に配信停
　止のご連絡をお願いします。
  その際は『認定マガジン』の配信停止である旨、ご記載願
　います。

○メールアドレスの変更等の場合は、認定マガジン配信先の
　変更希望と記載の上、新メールアドレス、旧メールアドレ
　ス、お名前を下記までお知らせ下さい。
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